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要約

　 教 育 にお い て,エ ビデ ンス に基 づ く(Evidence　 Based)と い う考 え方 が求 め られ て きてい る。 で は,

エ ビデ ン スに基 づ く教 育 とは何 で あ ろ うか。 本 稿 で は,筆 者 らの うちの1人 に よ る体育科 授 業 の実践

か らエ ビデ ン スに基 づ く教育 とは何 か を考察 す る。 具体 的 には,エ ビデ ンスに基 づ く教 育 と して,「 エ

ビデ ンスの質 」,「5step」,「PICOモ デル 」を紹介 す る。最 後 に,エ ビデ ンス に基づ く教育 を 目指す た め に,

何 が 求 め られ るべ きな のか を提 案 す る。

キ ー ワ ー ド:エ ビ デ ン ス,Evidence　 Based　 Education,エ ビ デ ン ス の 質,5step,　 PICOモ デ ル

1.は じめ に

　 医療 の世 界 では,「 エ ビデ ンスに 基づ く医療(Evidence　 Based　Medicine:EBM)」 とい う言葉 が あ る

(名郷,1999)。EBMと は,「科 学的 に証 明 され た根拠 に基づ い て医療 行 為 を行 う」 とい うこ とであ る。

そ の背 景 に は,「 これ ま でず っ と行 われ て きた治 療 方法 は正 しい」,「経 験 豊 か な医 師 の言 うこ とに は

従 い,口 出 し しない 」,「少 しで も努 力 した人 が早 く治せ る」,「24時 間懸 命 に治 療 すれ ば 必ず 治せ る」

とい っ た,科 学 的根 拠 の な い 医療 が行 わ れ て いた歴 史 が あっ た よ うで あ る(佐 々木,2010)。 しか し

近年,こ の 「エ ビデ ンス に基づ く」 とい う考 え方 に よ る医療行 為 が 定着 しつ つ あ る。 そ して,医 療 の

分 野 に留 ま らず,「 エ ビデ ンス に基 づ く(Evidence　 Based)」 とい う考 え方 は現 在,様 々な分 野 に広 ま

りつ つ あ る(津 谷,2000;岩 崎,2012)。

　 それ では,教 育 の場 合 は ど うで あろ うか。「これ ま でや って きた指 導 をあ えて変 える必要 は ない」,「経

験豊 か な教 師 が言 った こ とに は従 い,口 出 し しない」,「24時 間懸 命 に指 導す れ ば必ず 子 どもは伸 び

る」,そ ん な言 葉 を耳 に した こ とは な い だ ろ うか。 本 稿 で は,エ ビデ ンス に基 づ く教 育 の必 要性 とそ

の概 要 を明 らか にす る。

2.エ ビデ ンス とは

　そもそもエ ビデンスとは何だ ろ うか。岩崎(2010)に よれ ば,教 育の世界におけるエ ビデンスには

大き く4つ 考え られてい る。それ らは,① 政策立案根拠(教 育 実践 を生み出す ためのエ ビデンス),
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②予算獲得根拠(教 育実践 に どれ だけの予算を投資するのかを判断するためのエ ビデンス),③ 説明

責任根拠(教 育効果 の説明責任 を果たすためのエ ビデ ンス),④ 政策評価根拠(教 育実践の評価 のた

めのエ ビデ ンス)で ある。

　 「①政策立案根拠」 とは,教 育実践を行 うにあた り,こ れ まで同様 の実践 がな された ことはないか

な ど,こ れか ら教育実践をす るにあた り参考 と し,実 践を作 りだす基 となる根拠で ある。 「②予算獲

得根拠」 とは,実 践す るプログラムにどれだけ予算がかかるか とい う試算である。 また,予 算だけで

はなく,実 施す る時間な どの試算 も含まれ る。 「③説明責任根拠」 とは,実 施の効果 を説 明す るため

のものである。一教師であれば保護者に対 して,行 政機 関であれば社会な どの教育効果を受ける関係

者 に対 して示す根拠のこ とである。 「④政策評価根拠」 とは,本 当に子 どものためになったのか とい

う教育評価で ある。他 にも,研 究的実践者 としての教師の育成 とい う面でい えば,教 師教育にもエ ビ

デンスが求め られ るだろ うし,企 業の社員教育において も成果を示す とい う点でエ ビデンスは求め ら

れ てい る。 しか し,実 際 には,「 エ ビデ ンス」が具体的 に何 を意味するのか,そ の捉 え方は様々であ

るので,定 義 を1つ に決 めるのは難 しい(Bridges　et　aL,2009)。 岩崎(2010)は,「 エ ビデンス」とは,「実

践や政策決 定の際に用い られ る科学的根拠を表す言葉」 としている。Sebba(2004)は,英 国の政策

立案 において実際にエ ビデンス として利用 されてい るのは,統 計エ ビデ ンス,監 査エ ビデンス,研 究

エ ビデ ンスの3つ のタイプがあるとして,そ の種類を示 している。OECD(2007)は,エ ビデ ンスを

限定的には捉 えてお らず,政 策決定の際に有益 なものを広 く捉 えてお り,「エ ビデ ンスに基づいた政策」

にっいて,「 政策オプシ ョンの中か ら政策決定 し選択する際に,現 在最 も有効なエ ビデ ンスの誠意あ

る明確 な活用」 としている。

　 このエ ビデンスをど う捉 えるべ きかについて,Weiss(1979)は,エ ビデンスの種類 について,表1

に示す7つ の類型があるとしている。

表1エ ビデ ンスの7つ の類 型(We　 i　ss,1979を も とに筆者 ら作 成)

知識主導モデル

問題解決モデル

相互作用モデル

政治的モデル

戦略的モデル

啓発モデル

社会の知的活動

としての研究

手段的な活用が主。基礎研究により政策や実践にとって価値のあ りそ うな知識が特定 され,応 用研

究によってこの知識が試される。研究に基づいた技術が開発 され,研 究活用が発生する。ただ し,

実社会では非常に稀。

手段的な活用が主。研究は,政 策立案者が特定の課題への解決策を見つけることを支援する。研究

者 と政策立案者の間で課題の本質や 目的 ・目標についての合意があ り,そ れを達成するために研究

がエ ビデンスを提供する。ただし,実 社会では非常に稀。

概念的な活用が主。政策立案者は,研 究だけでなく,多 様な情報源か ら,業 務に役立ちそうな知識

を積極的に,相 互作用的に探究する。政策 と研究の関係は反復的でダイナ ミックなものであり,政

策立案者 と研究者やその他の政治的プロセスの関係者 との相互の話 し合いが存在する。ただし,実

社会では非常に稀。

研究は,あ る特定の政治的な立場を補強 したり,あ るいは敵対する立場を弱めたりするために用い

られる。

研究の成果 とは無関係に,研 究の実施それ 自体,政 策立案者が行動を起こさないことの口実として

利用 され,場 合によっては研究者は政策の失敗についての責めを負 う。

概念的な活用が主。研究は,様々な利益団体やメディアなどの間接的な経路を通 じて政策領域に徐々

に,そ して累積的に影響を与え,最 終的には問題の捉え方やその解決法にも影響を与える。実社会

では最 も一般的であるが,活 用される研究の質を精選する方法がないため,注 意が必要である。

ある問題についての関心から,政 策立案者がその分野の研究への資金援助を決定 した結果,さ らな

る研究が実施 され,問 題の再概念化が行われ,そ れによって政策立案者や社会の考え方が形成 され

るとい うように,相 互に絶え間のない影響が継続する。
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　7つ の類型を考慮すれば,例 えば,あ る指導法の効果 を示そ うとす るエ ビデ ンスは,知 識主導モデ

ルのエ ビデンスになる。また,教 師が 自分の実践を振 り返 るために用いるエ ビデ ンスは,啓 発モデル

のエ ビデ ンスとなる。

3.エ ビデ ンス の 「質 」

　 「エ ビデ ン スに基 づ く」 とい う概 念 を整 理す る際 に,エ ビデ ンスの 「質 」 とい う視 点が あ る。 ここで,

今 一度,EBMに 話 を戻 す 。 津 富(2003)は,「EBMの 中核 的 な 主 張 の一 つ は,エ ビデ ンス には質 の

差 が あ る とい うこ とであ る」 と し,表2の よ うにエ ビデ ンス の質 を示 した。 ま た,「EBMで は,最 上

位 のエ ビデ ンス は,系 統 的 レビュー(systematic　 review,　SR)で あ る」(津 富,2003)と 述 べ て い る よ

うに,EBMで は 臨床 や研 究 の成 果 を検 証 す る際,そ れ が どの よ うな 実験 方 法 に基 づ い て得 られ た成

果 で あ るか に よっ て,そ の信 用性 の程 度 が細 か く分類 され て い る。EBMに お い て は,無 作 為 統制 実

験(randomized-controlled　 trial,　RCT)に よる研 究 を レ ビューす るこ とに よっ て産 出 され たエ ビデ ン ス

が,最 も信 用性 の 高い もの と見な され て い る。RCTと は,介 入 を受 け るか否 か の割 付 を無作 為 に行 い,

介 入 の効果 を見 る実験 方 法 であ る。 対象 を,介 入 を受 け る実験 グル ー プ と介 入 を受 けない 比較 グル ー

プ とに ラ ンダム に分 け る この方法 は,他 の要 因 に よ る影 響 を排 し純粋 な介入 の効 果 を測 定す る こ とが

で きる と され,自 然科 学 の分野 で 多 く行 われ て きた実 験手 法 で あ る。

　 この よ うにエ ビデ ン スに質 の階 層 が あ る とい う見 方 は,エ ビデ ンス に基 づ く教 育 の本 質 的なパ ラ ダ

イ ム だ と筆 者 は とらえて い る。 つ ま り,科 学 的根 拠 と してエ キスパ ー トの意 見 もエ ビデ ンス と して重

視 す るが,バ イ ア スの少 な い無作 為統 制 実験 や 系統 的 レビュー の科 学的根 拠 をよ り重 視す るの であ る。

表2　 エ ビデ ンスの 質(津 富,2003)

上

中

上

中

下

上の上

上の中

上の下

下の上

下の下

下

下の下

RCTのSR

(信頼区間の狭い)個 々のRCT

その治療方法が用いられたときに全員が治癒 し,用 い られなかったときに全員が治癒 しなかったこ

とを示す,一 連の症例研究

コ ホー ト研 究4SR

個 々 の コ ホー ト研 究 ・質 の 低 いRCT

個々の 「結果」研究

ケー ス コン トロール 研 究5のSR

個 々 の ケー ス コン トロー ル研 究

一 連 の症 例 研 究(及 び 質 の 低 い コ ホー ト研 究 あ る い は ケ ー ス コ ン トロー ル 研 究)

批判的吟味を欠いた,あ るいは,専 門家の意見

RCT:randomized　 controlled　 trial(無 作 為 統 制 実 験6)

SR:systematic　 review(系 統 的 レ ビ ュ ー7)

1異 な る特 徴 ・要 因 を持 つ 複 数 の 群(コ ホ ー ト)に 関 し
,あ る医 学 的 経 緯 を長 期 間 に わ た っ て 追跡 す る方 法 。前 向 き コ ホ ー

ト研 究 と後 向 き コ ホー ト研 究 が あ る。
5特 定 の 病 気 ま た は状 態 の 人 た ち(症 状

,ケ ー ス)と 病 気 を持 って い な い 人 た ち(対 照,コ ン トロー ル)の 比 較 に よ る研 究 。
"無 作 為 割 付 け(random　 allocation)に よ って 実 験 群 と統 制 群 に二 分 割 し

,背 景 因 子 を均 等 に し,介 入 や プ ロ グ ラ ム を

実 施 した 後 に,両 者 の 間 に現 れ た差 を影 響 ・効 果 と して 評 価 す る研 究 デ ザ イ ン。
丁 あ る特 定 の 問題 に 関 して

,一 定 の 基 準 に合 致 して い るす べ て の 研 究 に対 し,明 示 的 か つ 体 系 的 な手 順 で 一 次 臨 床 研

究 を レビ ュー す る こ と。
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4.「 エ ビデ ンス に基 づ く実 践 」 とは

　 こ こで,「 エ ビデ ンス に基 づ く実 践 」 につ い て 考 察 した い。 教 育分 野 と して は,森 ら(2013)は,

EBMを 参 照 して 「エ ビデ ンスに基 づ く教 育」 の定 義 を,「 入 手可 能 な最 良 の研 究 調査 ・実践結 果 を も

とに して,実 践者 の専 門性 と児童 生徒 及 び保 護者 の価 値観 を統合 させ る こ とに よって,臨 床 現場 にお

け る実 践方 法 に関す る意 思決 定 の最 善化 をはか るため の行動 様 式」 と した。 名郷(2002)は,具 体 的

に 「エ ビデ ンス に基 づ く実 践 」 のモ デ ル と して,5step(表3)と 後 述 す るPICOモ デル(表4)を 示

して い る。5stepと は,臨 床 現場 で 「エ ビデ ンス をつ か う」 た め の段 階 的 な情 報 処理 のポ イ ン トを示

した もので あ り,臨 床 現場 で は,こ の5stepを 理 解 し,効 率 の 良い情 報 収集 と情報 分析 を行 い,適 切

な臨 床判 断 を行 うこ とが 必 要 だ と して い る。PICOモ デル とは,ど ん な患 者(Patient)に,ど ん な介

入 が あ る と(Intervention),何 と比較 して(Comparison),ど ん な結 果 に な るの か(Outcome)と い う

4つ の要 素 に分 けて 明確 に し,定 式化 す る枠組 み で あ る。

表3エ ビデ ンス に基 づ く実 践の5step(名 郷2002)

Step

Step　1

問題 の 定式化

Step2

情報 収集

Step3

批判 的 吟味

Step4

患者 へ の適応

Steps

中止 と継 続

行動 目標

1
2
3

患者 の 問題 をカ テ ゴ リ別 に分 類

患者 の 問題 をPatient,　Exposure,　Outcomeの3要 素 に定式化

患者 中心 のOutcomeの 設 定

1.情 報源の種類 と特徴

2.適 切 な情報の検索

1.治 療の論文の批判的吟味

2.治 療効果 を表す指標 と特徴

1.論 文 と実際の医療環境の違いを指摘できる。

2.論 文の内容 を患者 に説明できる。

1.う ま くい かな い場合 は,そ のプ ロセ ス を一旦 中止

2.中 止 して,次 の問題 に取 り組 む

5.「 エ ビデンス に基 づ く教育」 の実際

　では,「 エ ビデ ンスに基づ く教育」 とは具体的に どのよ うな ものなのだろ うか。 ここで事例 を用 い

なが ら,「エ ビデ ンスに基づ く教育」を考察 したい。

　小学校4年 生体育科 「浮 く ・泳 ぐ運動」の単元での実践である。本実践は,筆 者 の うちの1人 であ

るA教 諭 が所属する市の教科研 究部会の体育 にお ける研究授業を受けて行 った。泳力調査 を行 った と

ころ,115名 の児童の うち,61名 が10メ ー トル未満の泳力であった。3年 次までに,呼 吸 をす ること,

浮 くことをきちん と習得できていない児童が多 く,そ の結果,姿 勢をコン トロール して息継ぎを しな

がら,続 けて長 く泳 ぐことができていなかった。 また,質 問紙調査を行った結果,続 けて長 く泳 ぐコ

ツに関する記述では,「息 をいっぱい吸って」,「力をいっぱいキックする」,「手を思い切 りか く」な ど,

力任せ に息が続 くまで泳 ぐことと考 えている児童が多かった。 したがって,3年 次 までのばた足主導
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の指導が泳力に結びついていない ことが明 らかになった。

　様 々な実践事例や周囲の教員 の指導経験か ら,水 慣れ,浮 く運動,ふ し浮き,ば た足,そ してクロー

ル とい うよ うに,ク ロール主体の指導がほ とん どであ り,平 泳ぎのキ ック(か える足)を4年 生で実

践 してい る例 は非常に少ない と考 えられた。A教 諭が見学に行ったスイ ミングス クール において も,

概ね同様 の指導であった。 とにか くばた足で進 ませ,ク ロールを練習 させ,夏 休み前の泳力測定でク

ロールの泳力を測定 し,そ の結果に応 じて多 くの児童が夏休みに 「補習」の水泳教室に参加す る,と

い うのが通例の ようである。

　本実践では,こ のよ うな状況 を改善すべ く,体 育科教育学の研究者,水 泳指導の経験がある体育部

会の教員,学 年団 とともに,計 画,実 践,考 察 を行 った。本単元 「浮 く ・泳 ぐ運動」の教科内容であ

る3・4年 生の 目標及び内容は,小 学校学習指導要領解説体育編(2008)に よれば,D浮 く・泳 ぐ運動(1)

技能 「(1)イ 泳 ぐ運動では,補 助具 を使 ってのキ ックや ス トローク,呼 吸 をしなが らの初歩的な泳ぎ

をす ること」である。 ここで注 目したいのは,小 学校3・4年 生においては,学 習指導要領解説編 の

例示にもあるように,ば た足,か える足(平 泳 ぎではない)や 面かぶ りクロールな どの 「初歩的な泳

ぎ」で 「続 けて長 く泳 ぐ」 ことが掲げ られてい るとい うことである。 これは,つ ま り,ク ロール ・平

泳 ぎな どの近代泳法の指導 に限ってはいない とい うこ とである。

　A教 諭 は,単 元計画の立案において,水 泳の研究者の著書,体 育科 の実践報告集,水 泳指導連盟の

水泳指導教本,ス イ ミングスクールの指導教本や視察など様 々な資料 にあたった。スポー ツバイオメ

カニクスや運動理論の観 点か ら著 され た資料 も存在す るが,当 然,そ れ らは,4年 生の水泳指導を対

象 として,エ ビデ ンスの質 とい う点において,整 理 されてはいなかった。 また,体 育科 とい う教科学

習を通 した児童の変容は,水 泳の泳力のみで評価す るものではない と考えた。

　本単元では,児 童の学習成果 の検証 にも科学的な根拠を求 めようとした。統計的 に信頼性,妥 当性

の検討 されている 「運動有能感尺度」(岡 澤 ほか,1996),「 学級集団意識調査」(日 野ほか,2000),「 形

成的授業評価票」(高 橋 ほか,1994)な どの質 問紙調査 を実施 した。 また,質 問紙に加 えて,児 童へ

の自由記述のアンケー トを行った。

6.考 察

　上記 のよ うにA教 諭の研 究授業については,授 業計画段階で 「初歩的な泳 ぎ」 と従来のクロール

中心の指導 との間で,実 践校の教諭の中で議論 があった。児童 の現状 を把握 した うえでの 「かえる足」

の実践計画を立て,学 習指導要領 に基づいた判断を していても,「 や は り,今 まで通 りの クロール指

導を した方がよいのではないか」 とい う意見が多かった。 しか し,本 実践 は,研 究論文,実 践報告,

同僚教師の意見な ど,様 々な情報 と経験 に基づいて授業計画を作成 した。 また限 られた時間ではある

が,実 践計画を立てる際に,水 泳連盟の指導教本 ・体育の専門雑誌 ・実践報告(雑 誌,本)・CiNii掲

載論文 ・運動生理学者の著書 ・スイ ミングスクール見学 ・先輩,同 僚の話 ・体育の研究者 など多 くの

情報 に触れ,授 業を構想 していった。それ らの吟味が重要であるのはい うまでもないことである。 し

か しなが ら,そ れ らの情報にはエ ビデ ンスの質が示 され ていないのが現状であった。そ こで,何 より

大切 に したのは,本 実践 は,児 童の自由記述 か ら得た水泳に対する意識や実態か らスター トした とい

うことである。
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　 エ ビデ ンス に基 づ く実践 を行 う上で 大切 な の は,収 集 したエ ビデ ンス 自体で は ない。 エ ビデ ンスに

基 づ く実践 は,エ ビデ ンスか らス ター トす るので はな く,「 何 が問題 か?」,「 何 を向上 させ るのか?」

とい う目の前 の問 いか らスター トしな けれ ば な らな い。

　 こ こで,名 郷(2002)を 基 に本実 践 のPICOモ デル を捉 える と以下 の表4の よ うに な る。

表4A教 諭の水泳実践におけるPICOモ デル

P:Patient

1:Intervention

C:Comparison

O:Outcome

「どんな患者(児 童)に 」

私の学校の4年 生の児童全員に

「何 をす ると」

かえる足の指導をす ると

「何 に対 して」

従来のクロール指導に比 して

「どうなるか」

続けて長 く泳 ぐことがで きるだろ うか

7.「 エ ビデ ンス に基 づ く教 育 」 を 目指 して

　 冒頭 で 紹介 した 「エ ビデ ンス に基 づ く医療 」 は,厳 密 に計画 され たRCTに よ る実 証研 究 の成果 が

重視 され て い た。 その こ とで,生 化 学的 なデ ー タ を科 学 的 に証 明 して きた こ とに加 え,経 験 とい う不

可視 な もの に対 して オル タナテ ィブ を用 意す る こ とがで き た。EBMと い うの は,こ の よ うに厳密 な

もので あ り,だ か らこそ,習 慣 的 な治療 方法 を打開 して 改革 す るだ けの意 味 が あ り,患 者 や 患者 家族

か ら,イ ン フォー ム ドコ ンセ ン トを得 る こ とがで きた。

　 しか しなが ら多忙 を極 め る教 育現 場 で,こ の よ うな厳密 なデー タを拠 りどころ と して,実 践す るこ

とを1人 の教 師 が行 うの は可能 だ ろ うか。大学 院 に派遣 され た現 職教 員や 大 学院 を修 了 した者 な どが,

個 人 の絶 え間 ない努 力 に よっ て実践 を学 術論 文 に投稿 す る ことは ある。 しか しなが ら,こ の よ うな こ

とは,あ くまで 一部 の教 師 しか 取 り組 ん でい ない のが 現状 だ ろ う。

　 海 外 に は,エ ビデ ン ス 仲 介 機 関 が い くつ か 存 在 す る(David,2013)。 そ の 中 に,ア メ リカ の

What　 Works　 Clearing　House(WC)と イ ギ リス のEvidence　 for　Policy　and　Practice　Information　 and　Co-

ordination　Centre(EPPI)が あ る。

　 ここで,そ の両機 関 がエ ビデ ン スを どの よ うに捉 えて い るのか を実 際の サイ トか ら紹 介す る。

　 WWCの 目的 は,教 育 にお け る介入 の効 果 につ い て,科 学 的 エ ビデ ンス と して信 頼性 の高 い情 報源

を提 供 す る こ とで あ り,そ の活 動 の 中心 は教 育 の効 果 に関す るエ ビデ ンス を集 約 す る こ とであ る。対

象 とす る分 野 にお け るあ らゆる研 究報告 を網 羅 し,厳 密 な規 準 に よって それ らのエ ビデ ンスの信 頼性

が判 断 され てお り,ま たエ ビデ ンス の質 に よって,段 階 的 に示 され てい る。 対象 と して い る利 用者 は ,

政 策立案 者,教 員 ら教 育関係 者,保 護 者,研 究者,一 般市 民 に及ぶ 。他 に も,お 薦 め度(Recommend)

と して,学 級規 模 ・コス ト ・実 現 可能性 も示 してい る。 ま た,実 践 ガイ ドと して,教 員 が 日常 の課題

に対処 す る助 け とな るた めの実務 的 な提 案 も示 され てい る(http://ies.ed.gov/ncee/wwc/)。

　 .,



　 イ ギ リス のエ ビデ ン ス仲介 機 関 で あ るEPPIは,ロ ン ドン大 学教 育 学部 の社会 学 調査 研 究部 門 に所

属 して い る。 広 範 囲 の トピ ック につ い て,エ ビデ ンスの システ マ テ ィ ック ・レビ ュー を行 って い る。

こ こで も,エ ビデ ン ス を質 とい う見 方 で捉 えて い る。 また,コ ス ト ・イ ンパ ク ト と して,そ の教 育

実践 や プ ログラ ムを評 価 して い る。 その た めの教材 な ども紹 介 して お り,広 くエ ビデ ンス の活用 も進

めてい る。 ま た,WWC同 様,実 践 の 要約や 実 践 ガイ ドを示 して い る。

　 その 関係機 関で あ るEEF(Education　 Endowment　 Foundation)の サ イ トで は,以 下 の よ うな図 が示 さ

れ てい る(http://educationendowmentfbundation.org.uk/)。

　 両機 関 には共 通 して,エ ビデ ンス を生み 出す 活用 シス テム が あ る。 それ は,図1の よ うに行 わ れ て

い る。

⑤エビデンスをもと

　 に実践する人

④エビデンスを
現場言葉に通

訳し、実践計画

　を立てる人

①実践を科学的
に評価し、エビ

デンスを生み出

　　 す人

　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 ②エビデンス

__

　　　　　研究計画を立てる人

図1教 育におけるエ ビデ ンス活用システムの基本(CEBEの ホームページを日本語訳)

　エ ビデ ンス活用 システムは,図1の ように5つ のステ ップで取 り組まれている。そのステ ップ とは,

①実践を科学的に評価 しエ ビデ ンスを生み出す こと,② 先行実践や先行研究な どのエ ビデ ンスを収集

すること,③ それ らの収集 したエ ビデンスを総合的 に判断 し研究仮説を作った りして どのように科学

的に研 究 として取 り組 んでい くかを考えた りす ること,④ エ ビデンスを学校現場に生か して どのよ う

に実践す るかを考えること,そ して⑤(実 際に)実 践す ることである。

　 ここで,先 のPICOモ デル と関連を見出す ことはできないだろ うか。特 に多忙 を極 める教育現場では,

このよ うな活用モデル を開発す ることが重要になる。

　 日本でも同様に,そ れぞれ の役割 を分担 して,組 織的に(例 えば実践者 と研究者が協同するな どし

て)取 り組んでい くことが,「 エ ビデ ンスに基づ く教育」を行 う上で大事だ と考える。

8.今 後 の 課 題

　本稿では,「 エ ビデンスに基づ く教育」の重要性 を示 した。 さて,ア メ リカとイギ リスでは,エ ビ

デンスに対 して異なる捉 えがある。アメ リカのWWCは,確 かに優れた実践を価値づ けるとい うね ら

いの もと,最 上級 のRCTを 用いた実践のみをエ ビデ ンスに基づ く教育 として明言 している。換言す
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れ ば,RCT以 外 は,エ ビデ ンス が ある とはい えない と してい る。 一 方 で,イ ギ リス のEPPIの 場合 は,

そ の質 を示 す こ とを重 ん じてお り,エ ビデ ンス のあ る実践 は何 か と断 定す るこ とはな い。

　 こ こで考 えたい の は,両 国 の差 を明 らか にす るこ とよ りも,日 本 の場合 は何 が適 してい るか とい う

こ とで ある。 こ うい ったエ ビデ ンス に基 づ く実 践や 政策 を評 価 し,広 くそれ ぞれ の 目的 に応 じて提供

して い る組 織 は あ るだ ろ うか。 エ ビデ ンスの捉 え方,「 エ ビデ ン スに基 づ く」 とい う言 葉 の 見方 な ど

は どの よ うにす べ きだ ろ うか。 具体 的 にエ ビデ ンスに基 づ く教育 は どの よ うにな され るべ きな のだ ろ

うか。

　 Pollard(2008)は,「 エ ビデ ンス は 万能 薬 で は な い。 しか し,教 育 は,今 よ りもも っ とエ ビデ ンス

に基づ く必 要 が あ る」 と指摘 す る。 筆者 も,エ ビデ ンス に基 づ く教 育 の根底 にあ る この考 え方 を支持

した い。 そ して,筆 者 らは,組 織 的 に行動 し続 けて い るので あ る。(http://ebe-rironj　issen.j　imdo.comを
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